
 

 
 

別添２ 農福連携型（普及啓発推進対策事業） 

 

第１ 目的 

農山漁村においては、人口の減少・高齢化等により労働力の確保や荒廃農地の発

生等の課題が生じています。 

農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経

営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組で

す。 

農福連携の取組の全国的な推進により、障害者等の雇用・就労による労働力の確

保、農地の維持・拡大、荒廃農地の解消や発生防止、地域コミュニティの維持につ

ながります。 

政府は、農福連携等を一層強力に推進していくため、令和６年６月に「農福連携

等推進ビジョン（2024改訂版）」を決定し、「地域で広げる」「未来に広げる」「絆を

広げる」を新たなスローガンに、「農福連携等を通じた地域共生社会の実現」を目指

して、農福連携等に取り組む主体数を令和 12年度末までに 12,000以上とし、地域

協議会に参加する市町村数を 200以上とする目標を新たに設定しています。 

このため、農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）（地域資源活用価値

創出推進事業（農福連携型）のうち普及啓発推進対策事業）（以下「本事業」という。）

では、農福連携等の一層の推進に向けた、農福連携等の取組開始または拡大に向け

て検討している地域や団体等に対して、農福連携等を現場で実践する知見を有する

者から直接指導・助言等の支援を行う「農福連携の取組主体の拡大」を支援し、農

福連携等の全国展開を図ります。 

 

第２ 事業内容等 

この要領により公募を行うメニュー名、事業期間は次のとおりであり、「具体的な

事業内容」、「上限額及び公募予定数」は別表１に定めるとおりです。 

１ メニュー名 

普及啓発等推進 

（１） 農福連携の取組主体の拡大（別表１） 
２ 事業実施期間 

事業実施期間は、振興交付金の交付決定の日から令和９年３月 19日までとします。 

 

第３ 事業の目標設定 

事業の実施に当たっては、目標及び指標について別表２の例を参考に設定して

ください。 

 

第４ 提案書の作成及び提出等 

１ 応募に必要な書類  

（１）別添様式「令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書の提出について」及

びその別紙「令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書」（以下「提案書」と

いう。） 

提案書には、事業の取組内容や成果目標、主な経費、実施体制等の具体的な計

画や必要事項を記入してくだい。なお、振興交付金の対象となる経費については、

別表３を参考としてください。 

（２）提案書に添付する資料  



 
 

ア 原則 

提案書には、次のアからキまでの資料を添付してください。  

（ア） 提案者の設立趣意書、定款、規約等 
（イ） 提案者の活動内容の概要が確認できる資料 
（ウ） 提案者の過去３年間の事業報告（設立して間もない提案者については、

設立後現在までの期間の事業実績が分かる資料） 
（エ） 提案者の財務状況が確認できる資料（直近３ヵ年の決算書、貸借対照表、

損益計算書、預金残高証明書等。設立して間もない提案者の場合は、設

立から現在までの財務状況が分かる資料） 
（オ） 役員・職員名簿及び組織図 
（カ） 提案された事業を主導する代表者、運営責任者（プロジェクトマネージ

ャー）、事務局長及び経理責任者のこれまでの取組実績並びに提案され

た事業の実施に必要なノウハウ、マネジメント能力、経理処理能力等を

有しているか判断するための資料 
（キ） 事業費の決定に係る根拠資料（積算資料） 

   イ 事業実施主体が地域協議会の場合 

上記の資料に加えて、以下の資料を全て添付してください。ただし、提案書

の提出時点で地域協議会が設立されていない場合には、地域協議会を設立する

ための規約等の案を添付してください。その場合、交付等要綱第６に定める事

業実施計画（以下「事業実施計画」という。）を国に提出する時までに地域協議

会を設立する必要があることに留意してください。 

（ア） 実施要領別記５の第１の１の要件を満たす地域協議会の設立を確認  

できる資料 
（イ） 提案者が開催した直近の総会等の資料、予算資料及び決算資料 
（ウ） 地域協議会に参加する者の活動内容が確認できる資料 

２ 応募に当たっての留意事項  

（１）提案書作成に当たっての留意事項 

ア 提案書本体はＡ４判 13 ページ以内で記載してください。 

※提案書本体とは、別添様式の別紙の２から７までを指します。なお、添付書

類は枚数から除外します。 

イ 13ページを超えるものは審査の対象外とすることがありますが、表や図、イ

ラスト、写真等については、このページ内において提案書を分かりやすくする

ため積極的に入れるように工夫してください。 

ウ 表や図、イラスト、写真等を除き、提案書本文のフォントサイズは 11 ポイ 

ント以上とします。 

エ 多数の誤字脱字や解説のない専門用語・略語の多用等により、提案書の内容

を正確に理解することが難しいと判断された場合は審査の対象外とすることが

あります。 

オ 審査に当たり、提案者情報をマスキング処理するため、提案書の別添様式の

別紙１－３以降には提案者の名称を極力記載しないよう御配慮願います。 
 

  

第５ 審査の観点 

  審査は、別紙１に掲げる評価基準に基づき行います。 

 



 

 
 

別表１（第２関係） 

メニュー名 具体的な事業内容 
上限額及び 

公募予定数 

農福連携の取

組主体の拡大 
 

農福連携等の取組開始または拡大に向けて検討している地域や団体等に対して、農福連携等

を現場で実践するために必要な知見を有する者から直接指導・助言等の支援を行うことで、全

国的な農福連携等の取組主体の拡大につなげるため、以下の事業を行う。なお、事業の詳細

は、必要に応じて、農林水産省や他の令和８年度農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出

対策）農福連携型のうち全国単位の事業実施主体と協議・調整を行った上で実施する。 

 

（１）派遣地域、団体等の選定 

全国の地方公共団体、農林水産業経営体、障害者就労施設、地域協議会、特別支援学校等

の農福連携関係者から、派遣を希望する地域や団体等を募集し、応募者の課題や要望等を踏

まえて、派遣地域、団体等を選定する。派遣地域、団体等の総計は10程度を想定し、詳細は

応募状況も踏まえて決定する。 

 

（２）派遣者の決定 

（１）により選定した派遣地域、団体等の取組計画を精査した上で、課題解決に資する知

見を有する者（農福連携技術支援者等）を地域、団体等への派遣者として決定する。その

際、課題解決に資する知見を有する者（ア）と、派遣先地域の農福連携技術支援者（イ）の

２名を選定する。なお、派遣者の選定の際に、（イ）を地域における農福連携等の推進役とし

て育成すること及び（イ）の活躍の場の確保につながるよう留意する。 

 

（３）派遣 

日程等を調整の上、（２）の（ア）及び（イ）を地域、団体等へ派遣し、助言・指導及び課

題解決に向けた各種対応（例えば、商品開発等の試行的な取組、ワークショップの開催、特

別支援学校での実習の実施等）等の支援を実施する。なお、各地域、団体等への派遣回数

は、合計３回程度を目安とし、web等による支援も可能とするが、個別の課題等を踏まえた上

で決定する。 

予 算 額 は 

2,000万円とし、

１事業実施主体

を公募する（た

だし、やむを得

な い 事 情 が 生

じ、農村振興局

長が認める場合

は、予算の範囲

内で増額可能）。 



 
 

（４）効果測定 

成果目標及び効果に設定した目標等に関するアンケート調査を実施するなど、定量的な効

果測定の方法について明記する。 

 

（５）実績報告書及び事例集の作成 

  上記の内容を取りまとめた実績報告書をＡ４サイズ30ページ程度（写真やアンケート結果

等も含める。）を作成する。また、事例集として、地域、団体等が抱える課題に対して、派遣

した実績や効果などを、１つの地域、団体等あたり、Ａ４サイズ１～２ページ程度にまと

め、同じような課題を抱える地域、団体等の課題解決の手引きになるような資料を作成す

る。最終的な分量は取組の結果を踏まえて、農林水産省と協議を行った上で決定する。 

  なお、取組により収集したデータ等についても、参考資料として実績報告書に添付する。

アンケートの結果等を踏まえ、課題及び今後の方向性等について分析し、実績報告書に記載

する。実績報告書及び事例集はWebサイトで公開する等、今後の取組に活用できるものとす

る。また、実績報告書等及び事例集については、農林水産省による二次利用を可能とするも

のとする。 



 

 

別表２（第３及び第４の１関係） 

目標及び指標の例 

  
メニュー名 目標 指標（単位） 

農福連携の取組主体の拡大 確実な取組の実

施、取組による効

果 

・派遣先の地域・団体等のうち、自分

たちが抱える課題の解決につなが

ったと評価した者の割合（％） 
・派遣先地域の農福連携技術支援者

（イ）のうち、本事業により、自ら

が派遣先地域の農福連携等の推進

役として成長したと評価した者の

割合（％） 

 

  



 

 

別表３（第４の１関係） 

 

農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）地域資源活用価値

創出推進事業（農福連携型）の対象経費 

 

  普及啓発等推進事業の対象経費は、次のとおりとする。 

 

区  分 内        容 

 

１ 人件費 

２  報償費 

３ 旅費 

 

４ 需用費 

 

５ 役務費 

６ 委託料 

 

 

 

 

 

 

７ 使用料及び賃借料 

 

 

８ 備品購入費 

 

 

 

９ 報酬 

 

10 共済費等 

11  補償費 

12 資材等購入費 

 

13  機械賃料 

 

 

臨時に雇用される事務補助員等の賃金等 

謝金 

普通旅費及び特別旅費（委員等旅費、研修旅費及び普通旅

費） 

消耗品費、車両燃料費、印刷製本費等（飲食、喫煙、手土産、

接待等、事業の遂行に直接関係のない経費は助成の対象外） 

通信運搬費、手数料、筆耕・翻訳費、広告料等 

コンサルタント等の委託料（原則として年度ごとの事業費

の５割までとする。ただし、「入札・契約手続等の一層の改善

について」（平成 21 年３月 18 日付け 20 経第 2075 号農林水

産省大臣官房経理課長通知）別紙の４の（２）のアに定める適

用除外業務についてはこれを準用する。このとき、「委託先」

は「事業実施主体」と、「再委託先」は「委託先」と「契約担

当官等」は「事業承認者」と読み替えるものとする。 

会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 

（リース方式により移動式トイレを導入する場合は、実施

要領別記５の第５の５による。） 

事業の遂行に最低限必要な事業用機械器具等の購入費（減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第

34 号）別表等による耐用年数（以下単に「耐用年数」という。）

が３年以下のものに限る。） 

委員手当、技術員手当（給料及び職員手当（ただし、退職手

当を除く。）） 

共済組合負担金、社会保険料、損害保険料等 

借地料等（耕作に供する等の経常的なものを除く。） 

事業の遂行に最低限必要な資材購入費、調査試験用資材費

等（耐用年数が３年以下のものに限る。） 

作業機械、機材等賃料経費等 

 

 

 

  



 

 

別紙１ 

 

農山漁村振興交付金事業実施提案書評価基準 

 

地域資源活用価値創出推進事業（農福連携型）のうち普及啓発等推進事業 

「農福連携の取組主体の拡大」 

 

区分 番号 評価項目 配点 評価 評価の着目点内訳 

共
通
事
項 

１ 事業の趣旨・目的の理解度 ５点 

Ａ：５点  

Ｂ：４点  

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点 

・事業の趣旨及び目的を理解した計画となっているか。 

・地域の課題やニーズに対応した計画となっているか。 

２ 事業実施による効果、妥当性 10 点 

Ａ：10～９点  

Ｂ：８～７点  

Ｃ：６～３点  

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点 

・事業内容に対応した評価指標や妥当な目標値が設定さ

れているか。 

・設定した目標の達成に向けた実現性のある計画となっ

ているか。 

・経費の区分、内訳、積算根拠は明確かつ妥当なものと

なっているか。 

３ 事業の効率性・継続性 10 点 

Ａ：10～９点  

Ｂ：８～７点  

Ｃ：６～３点  

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点 

・事業完了後の自立的かつ継続的な取組につながるもの

となっているか。 

・事業の効率性を高めるための創意工夫が示されている

か。 

４ 
事業遂行のための実施体制の妥

当性 
５点 

Ａ：５点  

Ｂ：４点  

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点 

・代表者、運営責任者（プロジェクトマネージャー）、

経理責任者等の事業実施に必要な人材や体制が確保され

ているか。 

・関係機関の役割分担は明確か。 

小計 30 点      

個
別
事
項 

１ 農福連携技術支援者の派遣 20 点 

Ａ：20～17 点 

Ｂ：16～13 点 

Ｃ：12～５点 

Ｄ：４～１点 

Ｅ：０点 

・派遣実施に当たり、無理のないスケジュールを立てら

れているか。 

・派遣地域・団体等の募集にあたり、全国の地方公共団

体、農林水産業経営体、障害者就労施設、地域協議会、

特別支援学校等の多様な農福連携関係者からの希望を募

集する方法を明確に提案しているか。 



 

 

・地域・団体等が抱える課題に沿った派遣者を選定する

仕組みを提案しているか。 

・農福連携技術支援者の活躍の場の確保や、地域におけ

る農福連携等の推進役への育成につながる仕組みを提案

しているか。 

小計 20 点      

合計 50 点   

 

※１ Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣る、Ｅ：劣る 。 

※２ 共通事項の評価項目のうち、評価Ｅ（０点）となっている項目が１つでもある場合は、

不合格となる。 

 


